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新型コロナウイルス感染症に係る対応状況について（第八報） 
 

１．新型コロナウイルス感染症の確認状況  

（１）市内（7例目（4/27）確認後）                （7月 29日公表時点） 

【８例目】（県内 25例目） 

年代 １０歳代（島根県立大学看護栄養学部学生） 

性別 女性 

症状(確認当時) 症状なし 

検査結果 7月 14日 陽性確認 

行動歴 ・6月 30日 高速バスで出雲市から東京都へ移動 

・7月 05日 高速バスで東京都から出雲市へ移動 

※この間に新宿区の新宿シアターモリエールで公演「ＴＨＥ★ＪI

ＮＲＯ－イケメン人狼アイドルは誰だ！！－」を観覧 

※本公演のキャスト、スタッフ、観客に集団感染が発生している。 

・6月 30日及び 7月 5日の移動は同行者なし。 

・都内での滞在場所は、関東圏内の友人宅 

・帰県後、大学への登校日は 7月 6日及び 7日 

・アルバイト 市内 2店舗に勤務 

・東京都からの帰路のバスについては、乗員・乗客を特定できており、

会社名や便名は非公表とする。 

 

【９例目】（県内 29例目） 

年代 ５０歳代 

性別 男性 

症状(確認当時) 7月 25日発熱（37.8℃） 26日微熱（36.9℃） 27日微熱（37.3℃） 

検査結果 7月 27日 陽性確認 

行動歴 7月 21日～23日 福岡県に滞在（親戚宅を訪問） 

  23日         帰県 

  24日     出勤 

  25日～26日 自宅療養 

  26日夕方   保健所に定期受診の是非を相談 

  27日午前     保健所に再度相談 

  27日午後   帰国者・接触者外来を受診し、検体採取 

・発症 14 日前からの県内での行動歴の中に、不特定多数の方が使用

する施設等の長時間の利用や、不特定多数の方との接触はなく、検

査を呼びかけるための施設名の公表はしない。 

※引き続き、行動調査実施中 

全 員 協 議 会 資 料 

令和２年 ( 2 0 2 0 )７月３０日 

防 災 安 全 部 防 災 安 全 課 

報告 防１   
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（２）県内              （島根県ホームページより 7月 29日公表時点） 

市町村 患者数 うち死亡者 

松江市 １７人 ０人 

出雲市 ９人 ０人 

雲南市 ３人 ０人 

合計 ２９人 ０人 

※退院２５人、入院中４人 

 

 

（３）国内及び世界      （厚生労働省「報道発表資料」より 7月 28日公表時点） 

国等 患者数 うち死亡者 

日 本 ３０，９６１人 ９９８人 

クルーズ船（ダイヤモンド・プリンセス号） ７１２人 １３人 

その他の国（２０２の国・地域） １６，４０９，４８５人 ６５２，７４３人 

合 計 １６，４４１，１５８人 ６５３，７５４人 

患者が確認された都道府県：岩手県を除く４６都道府県 

 

 

２．市内における新たな感染症患者確認に伴う市の対応 

（１）市対策本部会議 

  出雲市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催 

○第１３回対策本部会議（7月 15日） 

・感染症患者の確認について（市内 8例目） 

・市内発生により着手すべき事項について 

・市民へのお知らせについて 

○第１４回対策本部会議（7月 28日） 

・感染症患者の確認について（市内 9例目） 

・市内発生により着手すべき事項について 

・市民へのお知らせについて 

※参考：これまでの開催状況 

①出雲市新型コロナウイルス感染症警戒本部の設置（1月 30日） 

第１回～第３回警戒本部会議（1月 30日～2月 28日） 

②出雲市新型コロナウイルス感染症対策本部の設置（3月 4日）  

③新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対策本部に移行（4月 7日） 

第１回～第１２回対策本部会議（3月 6日～5月 15日） 

④新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対策本部の廃止（5月 25日） 

緊急事態宣言の全面解除に伴い、特措法に基づく対策本部から市緊急事態等対処計画 

に基づく対策本部に移行 

（２）市民等への情報提供、注意喚起 

①市長記者会見（7月 15日、27日） 

②市長メッセージの発出（7月 15日、28日） 

③各広報媒体での周知 

（市ホームページ、ＳＮＳ、いずも防災メール、ケーブルテレビ文字放送） 
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④関係団体等への情報提供、注意喚起 

（３）市民、関係団体等からの相談対応 

新型コロナウイルスに関する一般電話相談窓口の開設曜日・時間を拡大（7月 15日） 

従来の平日 8:30～17:00から、土・日・祝日を含む 8:30～20:00に拡大。 

（４）相談件数                          （7月 21日現在） 

相談内容 相談窓口 
相談件数 

～7/14 7/15～ 

新型コロナウイルスに関する健

康一般相談 
健康増進課 481件 111件 

特別定額給付金に関すること 特別定額給付金本部 約 8,900件 30件 

町内会、自治会活動に関すること 自治振興課 37件 0件 

小学校、中学校に関すること 教育政策課 264件 18件 

保育所、幼稚園に関すること 保育幼稚園課 341件 6件 

スポーツ、文化活動に関すること 文化スポーツ課 38件 1件 

雇用に関すること 産業政策課 25件 0件 

中小企業への支援に関すること 商工振興課 805件 17件 

市税、国民健康保険料、後期高齢

者医療保険料、介護保険料の徴収

猶予等の相談 

収納課 

保険年金課 

高齢者福祉課 

260件 55件 

水道料金、下水道使用料の支払猶

予等の相談 

営業総務課 

斐川宍道水道企業団 
28件 0件 

市営住宅の減免に関すること 建築住宅課 21件 0件 

市営住宅の提供に関すること 建築住宅課 5件 0件 

その他（防災安全課、各行政センター等） 348件 4件 

合 計 約 11,553件 242件 

※7月 14日：出雲市で 8例目の感染症患者が確認された日 

（５）市の公共施設等の対応 

①施設の休館 

子育て支援センターはぐはぐ（県立大学出雲キャンパス内に設置） 

※休館期間：7月 15日から 7月 27日 13時まで 

②キャンセル対応の変更 

新型コロナウイルス感染症を理由とした公共施設のキャンセル時の対応（使用料免 

除）について、従来、対象を 5月 6日までの使用日としているところ、以下の対応に 

変更する。 

新型コロナウイルス感染症を理由とした 5月 7日以降の使用日に係るキャンセルに

ついて、当分の間、使用料を求めない。 

（６）庁舎及び公共施設における感染予防対策 

・庁舎及び施設内のドアノブ、手すり、エレベータなどの消毒、定期的な換気の実施 

・窓口等に飛沫防止用ビニールカーテン、アクリル間仕切りの継続 
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・昼休みなどに来庁している業者の入庁制限の実施 

・職員等に対し、感染防止策（マスク着用の義務化、手洗いの徹底）、出勤前の検温、毎

日の行動記録を記載するなどの健康管理を徹底、接触確認アプリ（COCOA）の導入 

 

３．新型コロナウイルス感染症対策に係る支援事業 

（１）新型コロナウイルス感染症対策関係予算  

①令和元年度                           （単位：千円） 

予算時期 計上項目 内容 金額 

３月専決 
繰越明許費

の追加 

私立認可保育所における保健衛生用品等の

購入費補助 
26,500 

 

②令和２年度                           （単位：千円） 

予算時期 補正予算額 内容 内訳 

【第 1弾】 

５月補正 

（第１回） 

17,900,000 

①特別定額給付金事業 17,599,000 

②子育て世帯臨時特別給付金事業 263,500 

③小・中学校及び幼稚園における保健衛生

用品等の購入費 
37,500 

【第２弾】 

５月補正 

（第２回） 

1,300,000 

①中小企業緊急支援給付金事業 520,000 

②地域商業等再起支援事業 100,000 

③商工団体等事業継続支援活動補助 10,000 

④中小企業融資資金貸付事業 10,000 

⑤農林水産物販売活動支援事業 5,000 

⑥生活資金支援給付金事業 18,000 

⑦住居確保困難者支援給付金事業 2,700 

⑧ひとり親世帯等臨時給付金事業 88,000 

⑨就学援助事業 10,000 

⑩ＩＣＴ教育環境整備事業 577,600 

⑪学力向上推進事業 6,000 

⑫新型コロナウイルス感染症対策基金積立 1,000 

⑬庁舎等管理費 7,900 

減額補正 ▲56,200 

【第３弾】 

６月補正 

（第４回） 

1,000,000 

①中小企業緊急支援給付金事業 310,000 

②タクシー事業者等特別支援給付金事業 20,000 

③宿泊施設特別支援給付金事業 55,400 
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④事業者向け相談窓口設置事業 7,000 

⑤飲食店感染症予防支援事業 8,000 

⑥出雲の飲食店応援プレミアム付食事券 
発行事業 

286,000 

⑦観光業応援クーポン券発行事業 160,000 

⑧Go To 出雲キャンペーン事業 20,000 

⑨防災対策費 50,000 

⑩デジタルファースト推進事業 15,000 

⑪妊産婦支援給付金事業 46,800 

⑫障害者総合支援法施行事業 7,800 

⑬意思疎通支援事業 1,000 

⑭小学校管理費・中学校管理費 13,000 

【第４弾】 

７月補正 

(第 5回) 

（案） 

2,000,000 

①地域商業等再起支援事業（追加） 600,000 

②出雲の飲食店応援プレミアム付食事券 
発行事業（追加） 

270,000 

③国・ひとり親世帯等臨時給付金事業 245,000 

④各種児童福祉施設管理運営費 98,000 

⑤生活資金支援給付金事業（追加） 36,000 

⑥ＩＣＴ教育環境整備事業（追加） 464,000 

⑦校舎リフレッシュ事業 176,500 

⑧学校図書館活用事業 15,000 

⑨小・中学校及び幼稚園における保健衛生 
用品等の購入費（追加） 

45,400 

⑩会計年度任用職員等任用費 1,700 

⑪各種指定管理施設管理運営費 48,400 

 

（２）各種支援事業の給付状況等  

（7月 21日現在 金額単位：円） 

事業名 事業(受付)開始日 件 数 金 額 

特別定額給付金事業 
オンライン5月 7日 

郵送申請 5月 21日 
66,032 17,329,600,000 

子育て世帯臨時特別給付金事業 
公務員以外:申請不要 

公務員:6月 1日 
12,775 

225,140,000 

(7月末支払予定含む) 

住居確保給付金 Ｈ27年 4月 1日 20 2,097,000 



6 
 

ひとり親世帯等臨時給付金 
申請不要 

※7月 8日 案内発送 
1,227 

80,980,000 

(7月末支払予定) 

生活資金支援給付金 5月 26日 371 24,210,000 

住居確保困難者支援給付金 5月 26日 18 1,620,000 

傷病手当金 (国民健康保険、後期高齢者医療) 5月 12日 0 0 

徴収猶予（個人） 5月 14日 30 3,243,572 

徴収猶予（法人） 5月 14日 36 72,552,700 

水道料金・下水道使用料の支払猶予 5月 1日 26 371,448 

市営住宅家賃の減免 5月 21日 3 58,200 

国民健康保険料の減免 6月 18日 14 2,372,358 

後期高齢者医療保険料の減免 5月 1日 0 0 

介護保険料の減免 6月 18日 8  686,480 

就学援助事業（昼食費補助） 6月 1日 1,723 13,739,000 

出雲市中小企業等緊急支援給付金 5月 26日 1,849 248,700,000 

出雲市中小企業信用保証料補助金 4月 1日 90  11,666,241  

地域商業等再起支援事業補助金 6月 15日 
支給決定

186 
88,156,000 

出雲市商工団体等事業継続支援活動

補助金 
5月 26日 

支給決定

4 
3,615,000 

農林水産物販売活動支援補助金 5月 26日 1 835,000 

タクシー事業者等特別支援給付金 7月 1日 0 0 

宿泊施設特別支援給付金 7月 1日 21 15,800,000 

出雲の飲食店応援プレミアム付食事

券発行事業 
7月 6日 

申込受付 

75,891組 
379,455,000 

観光業応援クーポン発行事業 8月 1日開始予定 - - 

妊産婦支援給付金事業 6月 30日 0 0 

 

（３）新型コロナウイルス感染症対策寄附金の募集  

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市民生活や地域経済活動等を支援する事業

に活用するため、寄附金を募集（6月 1日～） 

（7月 21日現在 金額単位：円） 

事業名 件 数 金 額 

新型コロナウイルス感染症対策寄附金 45 3,080,406 
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４．市内の状況  

（１）各部局が把握している市内の状況  

部局 市内の状況（影響） 

総合政策部 ・公共交通機関の状況【利用率は全体的に低減】（7/22現在） 

⑴出雲縁結び空港： 

ＪＡＬ東京線 現在 4往復運航 

大阪線 現在１往復運航、8/1から通常運航 

福岡線・隠岐線 通常運航中 

ＦＤＡ名古屋線 現在 1往復運航、8/1から通常運航 

静岡線・仙台線 通常運航中 

神戸線 運休 

 ⑵ＪＲ：通常どおり運行中 

⑶一畑電車：通常どおり運行中 

⑷高速・空港連絡・観光バス：一部運休 

⑸市内路線バス：通常どおり運行中 

・コミュニティセンターは、感染防止策を図りつつ、住民を集めて行う主催事

業を徐々に再開。コミュニティセンターの貸館や団体支援業務についても、

感染防止策について市からの情報を提供し、対応可能なものから再開 

・中学生、高校生の姉妹都市等への訪問事業中止 

（アメリカサンタクララ市・フィンランドカラヨキ市） 

総務部 【市内の私立高校・中学】 

・出雲北陵高校、中学校：5月 25日から通常登校 

・出雲西高校： 5月 25日から通常登校 

【市内の専門学校】 

・トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校： 6月 15日から通常授業 

・コアカレッジ出雲：5月 18日から通常授業 

・出雲医療看護専門学校：6月 15日からは通常授業とした。一部の授業では 

オンライン授業も継続して行っている。 

【市内の大学】 

・島根大学医学部： 

5 月 7 日から一部の学年で、11 日からは全ての学年でオンライン授業を実施

7月 6 日から 5、6年生の病院内実習の一部を再開。4年生以下の対面による

実習は、実施時期を後期にずらす対応としている。 

・島根県立大学出雲キャンパス：7月 14日に同キャンパスの学生の陽性が確認

されたため、7月 15日からキャンパスを立ち入り禁止とし、休業した。 

7月 19日までに、学校関係者の PCR検査を実施し、593 名全員の陰性を確認

した。教職員は、7月 20日から通常出勤とし、学生の心のケアを含め、授業

再開に向けた準備を行い、7月 27日から授業を再開した。 
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財政部 日曜納税相談の状況 

・4月 5日、5月 10日、6月 7日、7月 5日実施予定の日曜納税相談を中止 

健康福祉部 ・自主的に休業している福祉サービス提供事業所 1法人 1事業所(7/21時点) 

・自主的に休業している介護保険サービス事業所 1法人 1事業所(7/21時点) 

・緊急小口資金（特例）申請数 373件(7/21時点) 

・総合支援資金（特例）申請数 92件(7/21時点) 

・住居確保給付金   申請数 21件(7/21時点) 

・「通いの場（92団体）」について、16団体が活動を自粛中（7/17時点） 

子ども未来部 ・保育所等、幼稚園、児童クラブ、子育て支援センター、ファミリーサポート 

センターの状況：5月 18日から全て通常通りに再開 

・子育て支援センターはぐはぐは、島根県立大学出雲キャンパス内に設置して

いる施設であるため、7月 15日から 7月 27日 13時まで休所 

市民文化部 ・配偶者等からの暴力を理由に避難している方の特別定額給付金の申立に関し

て、対象者になるかなどの相談が 22件あった。 

・市立図書館全館では、4 月 20 日から 5 月 31 日まで、一部のサービスについ

て利用制限を実施し、6月 1日に制限を解除した。利用制限期間中の貸出人数

及び冊数は、例年に比べかなり減少した。 

・出雲弥生の森博物館、荒神谷博物館は、利用制限していた体験コーナーなど

の施設・サービスを 7月 6日から一部を除き再開した。 

・新たに中止になった事業 

【中止】第 32回出雲全日本大学選抜駅伝競走〔10/11〕 

第 42回一畑薬師マラソン大会〔10/25〕 

経済環境部 (1) 観光客、宿泊施設への影響 

・休日の出雲大社周辺駐車場では、多くの県外ナンバー車が見受けられるよう

になってきており、観光客が戻りつつある。 

・宿泊施設は、徐々に予約が戻ってきており、神迎祭がある 11月は、既に予約

で満室となっている施設もでてきている。一方で、東京での感染症患者増加

や市内での感染症患者確認などにより、受入体制に不安を抱えている事業者

もある。 

(2) 経済産業界への影響 

① 市内経済の全体概要  

・6月は、大型ショッピングセンターやホームセンター等では、特別定額給付金

の支給により家具、家電、衣料品等の売上が好調であったが、7月に入り、給

付金効果が低下し、前年比 10％減となっている事業者がある。 

・飲食業では、昼の営業はテイクアウトも含め、元に戻りつつある店舗もある

が、夜の営業は依然として厳しい状況にあり、売上が前年比 50％という店舗

もある。 
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・タクシー・貸切バスなどを扱う道路旅客運送業においては、7月に入り、タク

シーの利用が若干増えたものの、貸切バスがほとんど動いていないことから、

売上は前年比 50％程度。貸切バスについては、今後も厳しい見込み。 

・自動車関連の製造業においては、一部持ち直しの動きがあるものの、引き続

き操業度が低下している事業者が多い。 

・民間建築工事を請負う建設業においては、7月の売上は、前月より多少改善し

ているが、先行きの受注は依然として厳しい状況が続いている事業者がある。 

② 市内の雇用情勢  

・5月の有効求人倍率は、1.14で 5か月連続で下落している。 

・5月の人員解雇数は、10事業所 75人で 3か月連続で 20人を超えている。 

・島根労働局が示す県内の雇用情勢判断は、2月まで「引き続き改善している」 

 とされていたところ、3月には「改善の動きが弱まっている」、4月からは「注

意を要する状況にある」とされており、徐々に厳しくなっている。 

農林水産部 ・畜産関連の取引価格が下落している（枝肉、子牛、生乳） 

・切花の需要減少により、価格低下が続いている。 

・木材価格の下落 

・製紙用チップ、合板用原木の出荷量の減少 

・見学会等の営業の縮小 

・県外での取引の自粛 

・中央出荷される一部高級魚の魚価が低迷 

都市建設部 ・建設事業者の企業活動の維持・復旧のための相談窓口開設…相談なし 

・都市建設部発注済み工事に対する建設事業者からの相談（工期延期、資材調 

達等）…相談なし 

教育委員会 ・市立小・中学校の部活動については、市内発生に伴い､7月 15日から７月 28

日まで他校との合同の活動（練習試合、合同練習）は行わない。 

・市立小・中学校について、5月 18日（月）から再開 

消防本部 ・消防団の活動について（7月 15日から 2週間程度） 

災害活動及び車輌・ポンプ点検は実施する。 

各種訓練、会議は中止する。 

警戒巡回の実施については、各方面隊で協議する。 

上下水道局 ・水道料金、下水道使用料の減収について調査中 

・水道料金、下水道使用料の支払猶予の相談受付を 5月 1日から開始 

 

 

 

 

 

 



10 
 

５．国の主な対応状況 

（１）政府対策本部等 

①新型コロナウイルス感染症対策本部設置（1月 30日） 

②新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の決定（2月 25日） 

③政府対策本部会議：計 41回開催（7月 29日現在） 

④政府専門家会議：計 17回開催（7月 3日廃止） 

⑤新型コロナウイルス感染症対策分科会：計 3回開催（7月 29日現在） 

（２）法改正、緊急事態宣言、基本的対処方針 

①改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行（3月 14日） 

②緊急事態宣言の発令（4月 7日） 

・対象期間：4月 7日～5月 6日 

・対象地域：東京都、大阪府、埼玉県、千葉県、神奈川県、兵庫県、福岡県 

③緊急事態宣言の区域変更（4月 16日） 

・対象期間：4月 7日～5月 6日（特定警戒都道府県以外は、4月 16日～） 

・対象地域：全都道府県 

・特定警戒都道府県：東京都、大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、 

 石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県 

④緊急事態宣言の延長（5月 4日） 

・対象期間：4月 7日～5月 31日（特定警戒都道府県以外は、4月 16日～） 

・対象地域：全都道府県（変更なし） 

・特定警戒都道府県：13都道府県（変更なし） 

⑤緊急事態宣言の区域変更（5月 14日） 

・対象期間：4月 7日～5月 31日 

・対象地域：東京都、大阪府、北海道、埼玉県、千葉県、神奈川県、京都府、兵庫県 

・特定警戒都道府県：上記 8都道府県 

⑥緊急事態宣言の区域変更（5月 21日） 

・対象期間：4月 7日～5月 31日 

・対象地域：東京都、北海道、埼玉県、千葉県、神奈川県 

・特定警戒都道府県：上記 5都道県 

⑦緊急事態宣言の解除（5月 25日） 

⑧基本的対処方針の決定（3月 28日） 

⑨基本的対処方針の変更（4月 7日、11日、16日、4日、5月 14日、21日、25日） 

（３）感染拡大防止対策・医療提供体制の整備 

①国民への情報提供、注意喚起 

②各種コールセンターの設置、Ｑ＆Ａの公開、随時更新 

③指定感染症、検疫感染症の指定（2月 1日） 

④水際対策の強化（検疫強化、日本への上陸拒否、査証制限措置、感染症危険情報発出等） 

⑤クラスター対策班の設置（2月 25日） 

⑥全国クラスターマップの公表（3月 15日） 
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⑦マスク対策 

・メーカー等に増産要請、国民生活安定緊急措置法によるマスク転売規制（3月 15日） 

・国によるマスクの緊急配布：介護施設、医療機関、学校、妊婦、全世帯等 

⑧病床確保と人工呼吸器等の整備支援 

⑨検査体制の強化 

・ＰＣＲ検査の保険適用（3月 6日）、ＰＣＲ検査設備の民間等への導入支援 

・唾液を用いたＰＣＲ検査の導入（6月 2日） 

・抗原検出用キットの薬事承認（保険適用）（5月 13日） 

⑩簡易検査キット、治療薬・ワクチン開発の支援 

⑪新型コロナウイルス感染症の治療薬として「レムデシビル製剤」を特例承認（5月 7日） 

⑫新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安の改訂（5月 8日） 

⑬業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの公表（5月 14日） 

⑭退院基準及び濃厚接触者に対する検査等の見直し（5月 29日） 

⑮抗体保有調査の実施（6月 1日～7日） 

無作為抽出の一般住民 7,950名（東京都 1,971名・大阪府 2,970名・宮城県 3,009名） 

【調査結果】抗体保有率 東京都：0.10％、大阪府：0.17％、宮城県：0.03％ 

⑯「接触確認アプリCOCOA」のリリース（6月 19日） 

⑰「デキサメタゾン」を治療薬として、厚労省の診療の手引きに追加掲載（7月 17日） 

⑱Go To トラベル事業について、当面の例外措置として、東京都が目的地の旅行、東京都 

に居住する者の旅行を支援対象外とする。（7月 17日） 

⑲無症状者の唾液を用いた PCR検査等の活用を可能に（7月 17日） 

⑳イベント開催制限の段階的緩和の目安について、当面 8月末までの間、「人数制限 5,000 

人」を維持（7月 22日） 

（４）緊急対応策、緊急経済対策、補正予算 

①緊急対応策【第１弾】（2月 13日） 予備費 103億円を講じ、総額 153億円の対応 

帰国者等への支援、国内感染対策の強化、水際対策の強化、影響を受ける産業等 

への緊急対応、国際連携の強化等 

②緊急対応策【第２弾】（3月 10日） 財政措置約 0.4兆円、金融措置総額 1.6兆円 

感染拡大防止策と医療提供体制の整備、学校の臨時休業に伴って生じる課題への 

対応、事業活動の縮小や雇用への対応、事態の変化に即応した緊急措置等 

③緊急経済対策  （4月 7日）    財政支出 39.5兆円程度、事業規模 108.2兆円程度 

（4月 20日変更） 財政支出 48.4兆円程度、事業規模 117.1兆円程度 

第１次補正予算 （4月 30日成立） 補正額約 25.7兆円 

感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発、雇用の維持と事業の継続、 

次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復、強靱な経済構造の構築、今後の備え 

④第２次補正予算 （6月 12日成立） 補正額約 31.9兆円 

雇用調整助成金の拡充等、資金繰り対応の強化、家賃支援給付金の創設、医療提供体 

制の強化、その他の支援（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の拡充、 

低所得のひとり親世帯への追加的な給付、持続化給付金の対応強化、その他）、新型 

コロナウイルス感染症対策予備費 
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６．県の主な対応状況 

（１）県対策本部等 

①危機管理対策本部の設置（1月 30日） 

②新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく島根県対策本部の設置（3月 26日） 

県対策本部会議：計 11回開催（7月 29日現在） 

（２）感染拡大防止策・医療提供体制の整備 

①しまね新型コロナウイルス感染症「健康相談コールセンター」の設置 

（一般相談と帰国者・接触者相談センターの電話番号を一本化）（6月 1日～） 

②島根県病床確保計画の策定（7月 9日公表） 

・入院病床：200床＋予備 53床（指定医療機関及び入院協力病院：22機関） 

・宿泊療養：98室（玉造国際ホテル 45室、県立少年自然の家 20室、 

県立青少年の家サンレイク 33室） 

③令和 2年度における建設工事等入札参加資格者名簿の作成延期（7月 6日） 

④全国的な人の移動を伴うイベント等を実施する場合の事前相談対応(7月 10日) 

⑤ＰＣＲ検査、抗原検査体制 

・ＰＣＲ検査実施可能件数を一日あたり 90検体（45人分）に強化（4月 16日～） 

・抗原検査（簡易キット）による検査を開始（7月 9日～） 

・県内検査件数：２，７８２件（7月 29日公表時点） 

うち出雲圏域：１，００６件 

※内訳：                        （単位：件） 

月日 
県内検査件数 うち出雲圏域検査件数 

 うち陽性  うち陽性 

～7月 13日 １，２９１ ２４ ２８１ ７ 

7月 14日 ８ １ １ １ 

15日 １０６ ０ ９８ ０ 

16日 １３１ ０ １２０ ０ 

17日 ３１２ ０ ３０１ ０ 

18日 １４４ ０ １３８ ０ 

19日 ５ ０ ３ ０ 

20日 １３ ０ ２ ０ 

21日 ２３ １ ４ ０ 

22日 １３ ０ １ ０ 

23日 ２０ ０ ５ ０ 

24日 １１６ ２ ３ ０ 

25日 ７３ ０ ６ ０ 

26日 ８８ ０ ５ ０ 

27日 ３６８ １ ２４ １ 

28日 ７１  ０ １４  ０  

計  ２，７８２ ２９ １，００６  ９  
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⑥県内 25例目（市内 8例目）以降の感染症患者確認に伴う県の対応 

ア）PCR検査の実施 

県立大学の学生及び教職員、勤務先の従業員・職員の検査を実施 

勤務先の利用者で不安を感じている方へ、「健康相談コールセンター」に相談し、

PCR検査受けるよう呼びかけ 

イ）保健所の体制強化 

専門職数名と事務職数名を管轄保健所に派遣 

ウ）県立大学出雲キャンパスの対応 

出雲キャンパスを立入禁止とし、学内の消毒作業を実施 

（３）新型コロナウイルス感染症対策に係る予算措置 

年度 予算時期 項 目 予算(千円) 

Ｒ１ ３月専決 

(3月 25日) 

⑴生活福祉資金の特例貸付 

⑵認可外保育施設等の感染拡大防止 

⑶障がい児放課後等デイサービスの利用者の負担軽減 

⑷感染症患者入院医療機関の設備整備支援 

214,270 

Ｒ２ ４月専決 

(4月 30日) 

⑴医療提供体制の強化 

⑵学校における感染防止・臨時休業等への対応 

⑶社会福祉施設等における感染防止対策 

⑷県内経済を守る施策 

⑸県民生活の支援 

⑹県行政の体制強化 

6,774,066 

Ｒ２ ５月専決 

(5月 22日) 

⑴ＰＣＲ検査対象の拡大 

⑵ＰＣＲ検査体制の強化に向けた保健環境科学研究所

の改修 

⑶県立学校等における遠隔授業等の環境整備 

⑷中小企業者等に対する相談体制の強化 

724,345 

Ｒ２ ６月補正 

 

Ⅰ．医療提供体制・感染症対策 

 ⑴医療提供体制の強化 

 ⑵子ども達が過ごす場の感染防止・学習環境の確保 

Ⅱ．県内経済や県民生活の回復に向けた施策 

 ⑴県内経済を守る施策 

 ⑵県民による県内消費を喚起する施策 

 ⑶県内経済の回復に向けた施策 

Ⅲ．県民生活の支援 

 ⑴県民生活の支援 

Ⅳ．その他 

⑴県民・県外へのきめ細かな情報発信 

 ⑵県行政の体制強化等 

4,390,116 
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Ｒ２ ６月補正 

(追加) 

Ⅰ．医療提供体制・感染症対策 

 ⑴医療提供体制の強化 

 ⑵子ども達が過ごす場の感染防止・学習環境の確保 

Ⅱ．県内経済や県民生活の回復に向けた施策 

 ⑴県内経済を守る施策 

Ⅲ．県民生活の支援 

 ⑴県民生活の支援 

12,000,985 

 

（４）県民への要請 

○県民のみなさまへお願い（令和 2年 7月 16日） 

 東京都が、新型コロナウイルス感染症に関する警戒度を４段階で最も高い段階「感染が拡

大している」へ引き上げたことを踏まえ、県民のみなさまへ東京都への往来について下記

の点をお願いします。 

 

（１）東京都との往来については、改めて必要性を十分に検討し、慎重に判断してくださ

い。 

（２）なお、仕事や就職活動、葬儀、介護など、必要な往来を控えていただく必要はありま

せん。 

（３）ただし、東京に行かれた際には、新宿区歌舞伎町に類する繁華街への夜の外出や、接

待を伴う飲食店等の利用はできるだけ控えてください。 

（４）また、会食などの際も、いわゆる三密を避ける等の感染症対策がとられていることが

確認できない店舗や施設の利用は、できるだけ控えてください。 
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《新型コロナウイルス感染症に係る各種支援策》  

（１）個人・世帯向け支援 

区分 事業（名称） 事業（制度）概要 

給付 

・ 

助成 

□国  

特別定額給付金  

【対 象】給付対象者は、基準日（令和 2年 4月 27日）において住民

基本台帳に記録されている者であり、給付対象者の属する

世帯の世帯主が受給権者（申請者） 

【給付額】給付対象者１人あたり 10万円 

【申請期限】令和 2年 8月 21日まで 

□国  

子育て世帯への臨時

特別給付金 

【対 象】児童手当受給者 

【給付額】対象児童 1人につき 1万円を支給 

原則、申請は不要（公務員は申請必要） 

□市（案） 

生活資金支援給付金 

【対 象】休業等により生活に困窮し、出雲市社会福祉協議会の特例

緊急小口資金等の貸付を受けている世帯 

【給付額】貸付額の 1/2【給付上限】5万円 

□国  

住居確保給付金 

【対 象】休業による収入減少により、住居を失うおそれがあるもの

に対し、家賃相当額を支給 

【支給期間】原則 3ヵ月（最長 9ヵ月） 【支給先】家主に直接支払 

□市  

住居確保困難者支援

給付金（食費の援助） 

【対 象】休業等離職者であって就労能力及び意欲のある者のうち、

住居喪失又はそのおそれがある者に対し、既に実施してい

る住居確保給付金とは別に食費を援助 

【給付額】3万円/月 【給付月数】最大 3か月 

□市  

後期高齢者医療広域連合 

傷病手当金 

 

【対 象】新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状が

あり感染が疑われることにより、労務に服することができ

ず、給与等の全部又は一部の支払いを受けられなかった被

保険者 

【給付額】 

（直近 3カ月の給与等収入額÷就労日数）×2/3×支給対象日数 

□市  

ひとり親世帯等臨時

給付金 

【対 象】ひとり親家庭等の児童扶養手当受給者 

【給付額】5万円＋(1万円×対象児童数) 

 申請は不要 

□市  

妊産婦支援給付金 

【対 象】令和 2年 1月 1日時点で妊娠の届出を行っている妊婦及び

本年中に妊娠の届出を行った妊婦 

【給付額】2万円／人 

□国  

学生支援緊急給付金 

【対 象】家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄ってい

る学生等で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で当該

アルバイト収入が大幅減少することにより、大学等での就

学継続が困難になっている者 

【給付額】1人あたり 10万円（住民税非課税世帯は 20万円） 
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給付 

・ 

助成 

□国  

新型コロナウイルス

感染症対応休業支援

金 

【対 象】事業者の指示により休業し、休業手当の支払いを受けられ

なかった中小企業の従業員 

【支給額】休業前の 1日あたり平均賃金の 80％×休業実績（日数） 

【上限額】1人 1日あたり11,000円 

□国（案） 

ひとり親世帯臨時特

別給付金 

【対 象】児童扶養手当受給者、年金受給により児童扶養手当が全額

停止となっている者などのひとり親世帯等 

【給付額】基本給付：5万円＋第 2子以降 1人につき 3万円 

追加給付（家計急変者）：5万円追加 

□市  

就学援助事業 

【対 象】生活保護世帯または生活保護世帯に準ずる程度に経済上困

窮している世帯。今般、支援の判定を、従来の「前年度の

所得」に加え「直近の収入状況等」により行い支援する。 

【支援内容】学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費等の支給 

□市  

就学援助事業（昼食費

補助） 

【対 象】就学援助世帯 

【支援内容】小・中学校の臨時休業中の昼食費を補助 

貸付 

□国  

緊急小口資金 

（特例貸付）   

【対 象】新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入が減

少し、緊急かつ一時的な生活資金が必要な者 

【貸付額】20万円以内 【償還期間】2年以内 無利子 

□国  

総合支援資金 

（特例貸付）   

【対 象】新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入が減

少し、日常生活に維持が困難な者 

【貸付額】単身世帯：月 15万円以内 2人以上世帯：月 20万円以内 

【貸付期間】原則 3ヵ月 【償還期間】10年以内 無利子 

□市  

出雲市奨学金 

【対 象】新型コロナウィルスの影響により世帯の収入が減少し、高

校や大学等の修学が困難となった学生 

【貸付月額】大学生等 4万円、高校生等 1万 5千円 

【申請受付期間】令和 3年 3月 31日まで 

税制

措置 

□市  

市税等の徴収猶予 

※国税・県税にも同様の

猶予制度あり 

【対 象】新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、市税等を一

時に納付することができない場合で、一定の要件を満たす

者 

【内 容】国税の取扱いに準じて、申請により１年以内の期間に限り、

納税の猶予を行う。 

※市税等…市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動

車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 

□市  

固定資産税及び都市

計画税の軽減措置 

【対 象】 

令和 2年 2月～10月の間の連続する 3か月の売上高が前年同月比 

30％以上減少している中小事業者等 

【軽減措置】 

令和 3年度課税の 1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固

定資産税及び都市計画税の課税標準を 2分の 1又はゼロとする。 
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税制

措置 

□市  

生産性革命の実現に

向けた固定資産税の

特例措置の拡充・延長 

【対 象】 

生産性を高めるための一定の先端設備を新規取得する中小事業者等  

【特例措置】 

対象資産に先端設備とともに導入された一定の事業用家屋と構築物 

を加え、固定資産税の課税標準をゼロとし適用期限を 2年延長する。 

□市  

イベント中止に伴う

払戻請求権を放棄し

た観客等への寄付金

控除の適用 

【対 象】入場料の払戻請求権を放棄した者 

【要 件】所得税において寄付金控除の対象となるものを個人市民税

においても対象とする 

□市  

軽自動車税環境性能

割の臨時的軽減の延

長 

【対 象】自家用の軽自動車（３輪以上のもの）を期限内に取得した

場合の軽自動車税（環境性能割） 

【軽減割合】税率の１％分 

【期  限】令和３年３月３１日まで 

□市  

住宅ローン控除の適

用要件の弾力化に係

る個人住民税におけ

る対応 

【対 象】新築住宅や中古住宅を取得したが、新型コロナウイルス感

染症の影響で入居が遅れた者 

【控除額】 

所得税において住宅ローン控除の適用要件の緩和措置が講じられた 

場合、所得税で控除しきれない額 

支払

猶予 

・ 

減免 

□市  

国民健康保険料の減

免  

【対 象】 

・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は 

重篤な傷病を負った世帯（者） 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事 

業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入が一定以上減少する

ことが見込まれる世帯（者） 

【減免割合】10分の 10～10分の 2 

後期高齢者医療広域連合 

後期高齢者医療保険

料の減免 

□市  

介護保険料の減免 

【対 象】 

・新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死

亡、又は重篤な傷病を負った第１号被保険者 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事

業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入が一定以上減少する

ことが見込まれる第１号被保険者 

【減免の割合】10分の 10～10分の 8 

□市  

水道料金・下水道使用

料の支払猶予 

【対 象】新型コロナウイルス感染症の影響により、収入や売上が減

少している場合など、一時的に水道料金、下水道使用料の

支払いが困難な個人及び事業者 

【受付期間】5月 1日から当面の間 

【猶予期間】通常納入期限から 1年以内 

【猶予額及び件数】 

371,448円（個人：244,600円 事業者：126,848円） 

26件（個人：20件 事業者：6件） 
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支払

猶予 

・ 

減免 

□市  

市営住宅家賃の減免 

【対 象】市営住宅入居者で急激に収入が減少した方 

【減免額】現在家賃と収入減少後に算出した家賃との差額 

【減免期間】3か月（最長で令和 3年 3月分まで更新可能） 

□市  

「出雲市奨学金」「高

野令一育英奨学金」の

返還猶予 

【対 象】新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した奨

学生 

【支援内容】 

個別に通知を行い、償還期間延長など相談に応じ対応する。 

その他 

□市  

市営住宅の提供 

【対 象】解雇等により居住している住居から退去を余儀なくされる

方 

【提供戸数】30戸 

【入居期間】3か月（最長１年まで更新可能） 

【家 賃】6,400円～12,300円 

【その他】駐車場代、光熱水費、共済費、自治会費が必要 

□市  

障害者総合支援法施

行事業 

【内 容】相談支援事業所の相談員等が、新型コロナウイルス感染症

に対し不安を感じている在宅障がい者等を訪問し、安否確

認等を実施する。 

【支援対象】障がい福祉サービスを利用していない在宅障がい者等 

□市  

意思疎通支援事業 

【内 容】感染症発生により、聴覚障がい者の病院受診時など、手話

通訳者等の同行が困難な状況が生じているため、意思疎通

支援体制の強化を図る。 

【支援内容】タブレット等の遠隔手話サービス機器導入など 

 

 

（２）事業者向け支援 

区分 事業（名称） 事業（制度）概要 

休業

補償 

□国  

雇用調整助成金 

（特例拡充） 

【対 象】従業員に休業手当を支払うなどして雇用を維持した事業者 

【助成率】中小企業：休業手当の 4/5（解雇なしの場合 10/10） 

【上限額】1人 1日あたり15,000円 

□国  

小学校休業等対応助

成金 

【対 象】子どもがいる従業員に小学校等の臨時休校で特別の有給休

暇を取得させた事業者 

【助成率】10/10 

【上限額】1人 1日あたり15,000円 

※別途、委託を受け個人で仕事をする人には、日額 7,500円（定額） 

が給付される支援制度（小学校休業等対応支援金）あり。 

助成 

・ 

補助 

□国  

持続化給付金 

【対 象】令和 2年 3月以前から創業し、事業継続の意思がある事業

者で次の要件のいずれかを満たす者 

【要 件】令和 2年 1月～12月の売上が前年同月比で 50％以上減 

【給付額】法人 200万円まで、個人事業者 100万円まで 

【申請方法】原則、電子申請 
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助成 

・ 

補助 

□国  

家賃支援給付金 

5月の緊急事態宣言の延長により、売上の急減に直面する事業者の事

業継続を下支えするため、地代・家賃の負担軽減を目的として、テナ

ント事業者に対し、給付金を支給する。 

【対 象】テナント事業者の中小企業等で令和 2 年 5 月～12 月の売

上が次の要件のいずれかを満たす者 

【要 件】①いずれかの 1か月の売上が前年同月比で 50％以上減 

     ②連続する 3か月の売上が前年同月比で 30％以上減 

【給付額】法人 600万円（最大）、個人事業者 300万円（最大） 

【申請方法】原則、電子申請 

□国  

高収益作物次期作支

援交付金 

【対 象】次期作に前向きに取り組む野菜・花き等の生産者 

市場価格が低落するなどの影響を受けた野菜・花き・果樹・

茶等の高収益作物について、生産コストの削減や作業環境

の改善等、次期作に前向きに取り組む生産者を支援する 

【交付額】基本額単価 5万円／10a 

     施設栽培の花き 80万円／10a 

     施設栽培のブドウ 25万円／10a 

□国  

経営継続補助金 

【対 象】農林漁業者（個人・法人）※常時従業員数が 20人以下 

感染拡大防止対策と併せて実施される販路の回復、生産・

販売方式の確立・転換等の経営継続に向けた農林漁業者の

取組を支援する 

【補助率・補助上限額】 

① 経営継続に関する取組 3/4・上限 100万円 

② 感染拡大防止の取組   定額・上限 50万円 

□県  

経営継続・次期作緊急

支援事業 

（県単独制度） 

【対 象】新型コロナウイルスへの影響に対応し、契約取引の継続や

需要のある生産等への転換を進めようとする生産者 

現契約の維持や需要のある生産への転換を進めるなど、需

要回復に向けた取組が円滑に進むよう支援する。 

【対象品目】 

酒米、野菜、花き、果樹、茶などの高収益作物、肉用牛 

【補助額・補助上限額】 

① 契約取引生産支援 2万円／10a、上限 100万円 

② 生産転換取組支援 2万円／10a、上限 100万円 

   肉用牛（肥育、繁殖）1万円／頭、上限 50万円 

③ 肉用牛の販路拡大取組支援 1.8万円／頭、上限120頭／戸 

□国  

肥育牛経営等緊急支

援特別対策事業 

（肥育生産支援） 

【対 象】肥育生産者 

経営体質の強化に資する取組メニュー（飼料分析、血液分

析、肉質分析、畜舎環境改善、経営分析）に取り組んだ場

合、出荷頭数に応じて奨励金を交付する 

【交付額】2つ以上取り組む場合 2万円／頭 

枝肉価格が前年同月比 30％下落し、3つ以上取り組む場 

合 4万円／頭 

枝肉価格が前年同月比 40％下落し、3つ以上取り組む場 

合 5万円／頭 
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助成 

・ 

補助 

□国  

肥育牛経営等緊急支

援特別対策事業 

（計画出荷支援） 

【対 象】肥育生産者 

生産者集団が、やむを得ずまとまって出荷時期を調整し、

計画的に出荷を行う場合、その出荷頭数に応じて、掛かり

増し経費を交付する 

【交付額】肉専用種 2.2万円／頭、交雑種 1.9万円／頭 

乳用種  2.1万円／頭 

□国  

肉用子牛流通円滑化

緊急対策事業 

【対 象】肉用子牛生産者 

生産者団体が策定した計画に基づいて、生産者がやむを得

ず肉用子牛の出荷時期の調整を行う場合、計画出荷に伴う

掛かり増し経費（飼料費等）を支援 

【補助額】肉専用種・交雑種 1頭あたり 550円／日以内 

乳用種 1頭あたり 500円／日以内 

□市  

出雲市中小企業等緊

急支援給付金 

感染症収束後も事業を継続しようとする中小企業を支援する。 

【給付対象者】令和 2年 3月以前から創業し、事業継続の意思がある

市内事業者で次の要件のいずれかを満たす者 

【要件】①令和 2年 1月～6月の売上が前年同月比で50％以上減 

②令和 2年 1月～6月の売上の減少率が前年同月比で 30％ 

以上 50％未満の月が 2か月以上ある事業者（7/1追加） 

【支援額】法人 20万円、個人事業者 10万円 

□市（案） 

地域商業等再起支援

事業 

飲食業や宿泊業等に対し、売上確保のための感染症予防対策や新事業

展開に係る経費の一部を補助する。 

【補助対象者】市内中小企業者（個人事業者を含む） 

【補助率】4/5以内 【補助金】下限 8万円 上限 80万円 

●第 1次募集 

申請額が予算額に達したため、申請受付を終了（6月18日）。 

●第 2次募集 

【受付期間】8月 6日（木）～9月 10日（木）17時必着 

□市  

出雲市商工団体等事

業継続支援活動補助

金 

売上減少対策や事業継続支援に取り組む団体に対し、活動費の一部を

補助する。 

【補助対象者】商工会議所、商工会等 

【事業費上限】1事業あたり 125万円 【補助率】4/5以内 

□市  

農林水産物販売活動

支援補助金 

【対 象】ＪＡしまね等 

売額減少等の影響を受けている農林水産物に係る販売促

進活動費の一部を補助する 

【補助率】4/5 （事業費上限）1事業あたり 125万円  

□市  

出雲市中小企業信用

保証料補助金 

市中小企業信用保証料補助金の対象に「令和 2年新型コロナウイルス

感染症対策資金」を追加。 

【補助額】融資実行日から 24か月分の全額（上限30万円） 
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助成 

・ 

補助 

□市  

タクシー事業者等特

別支援給付金事業 

【対 象】道路運送法第 4条に基づく許可を受けており、市内に本社

及び事業所を有する交通事業者 

【給付額】11人以上の保有車両 1台につき 10万円 

11人未満の保有車両 1台につき 5万円 

※1事業者上限 200万円 

※対象車両：令和 2年 7月 1日時点の登録車両 

※行政が支援している路線において使用する車両は除く 

□市  

宿泊施設特別支援給

付金事業 

【対 象】令和 2年 1月～6月の宿泊者数が前年同月比 50％以上減少

した月が 2か月以上ある宿泊施設 

【給付額】前年宿泊実績に応じ 30万円～200万円 

□市（案） 

出雲の飲食店応援プ

レミアム付食事券発

行事業 

市民向けのプレミアム付食事券を発行して消費を喚起することで、感

染症拡大の影響を大きく受けている市内飲食店の売上回復を支援す

る。 

【食事券の内容】5,000円分の食事券を 3,000円で販売 

【発行数】100,000組（1組：500円券 10枚つづり） 

【使用期間】令和 2年 8月 7日～12月 31日 

□市  

観光業応援クーポン

券発行事業 

市内宿泊者に対し、飲食店や土産物店等で利用できるクーポン券を配

付し、地元での消費喚起を促す。 

【クーポン券】宿泊者 1人につきクーポン券 3,000円を配付 

（1,000円券 3枚つづりが1組） 

【発行数】50,000組 ＊50,000人に達した時点で終了 

【対象者】市内宿泊施設を利用した宿泊者 

【使用期間】令和 2年 8月 1日～12月 31日 

【利用対象店舗】市内飲食店、土産物店、タクシー業等の観光事業者 

□県  

しまねプレミアム飲

食券・宿泊券 

県民向けのプレミアム付飲食券・宿泊券を発行し、感染症拡大の影響

を大きく受けている飲食店及び宿泊施設を支援する。 

【飲食券】6,000円分の飲食券（1,000円分 6枚つづり）を 4,000円 

で販売 

《購入上限》1人 5枚（30,000円分）まで 

【宿泊券】5,000円分の宿泊券を 3,000円で販売 

《購入上限》1世帯（1住所）20枚（100,000円分）まで 

【使用期間】令和 2年 7月 10日～11月 30日 

□国  

文化芸術活動の継続

支援事業 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、舞台芸術等の活動自粛

を余儀なくされた文化芸術関係団体に、活動継続に向けた積極的取組

等に必要な経費を支援 

【対象者】文化芸術活動を行う個人または団体 

【対象取組】 

 ①国内外の観客、参加者等の回復・開拓 

  活動の継続・再開のための公演・制作方法等の検討・準備・実施 

  雇用契約の明文化等の経営ガバナンスの近代化 

 ②①と併せて行う業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガ

イドラインに即した取組 

【補 助】上記①の経費 2/3又は 3/4＋②の経費（定額） 
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減免 
□市  

温泉使用料の減免 

【対象者】市長の許可を受け温泉の供給を受けている温泉受給者 

（11施設） 

【対象期間】令和 2年 4月～6月 

【減免額】対象期間の各月の売上が、前年同月と比較して、 

①50％以上減少した場合 全額免除 

     ②30％以上 50％未満減少した場合 1/2免除 

融資 

□国  

新型コロナウイルス

感染症特別貸付  

(日本政策金融公庫、商工中金等) 

【利子・担保】一定の条件で融資後 3年間実質無利子、無担保 

【限度額】中小事業 6億円、国民事業 8,000万円 

【融資期間】設備 20年以内、運転 15年以内 

【措置期間】最長 5年間 

□国  

新型コロナウイルス

感染症対応資金 

（国制度） 

【対 象】セーフティネット保証 4号、5号及び危機関連保証のいず

れかの認定を受けた中小企業者等に対し、運転資金等を融

資 

【限度額】4,000万円 【融資期間】10年以内  

【利子・担保】一定の条件で融資後 3年間実質無利子、無担保 

□県  

新型コロナウイルス

感染症対応資金 

（県単独制度） 

【対 象】「新型コロナウイルス感染症対応資金」（国制度）を満額利

用し、一定の要件を満たす中小企業者に融資 

【限度額】8,000万円 【融資期間】12年以内 

【利子】一定の条件で融資後 3年間実質無利子 

【担保】取扱金融機関又は信用保証協会の決定による 

□県  

農業者向け「令和 2年

新型コロナウイルス

感染症対策資金」 

【対 象】新型コロナウイルス感染症により、経営の維持安定が困難

となった農業者 

【資金の使途】運転資金 

【貸付限度額】年間販売額の減少額又は減少見込額 

（ただし、1,200万円を限度とする。） 

【返済期間】10年以内（うち据置 3年以内） 

【融資利率】年 0.1％（ただし、JAしまねの支援により融資実行後 5

年間は無利子とする。） 

【信用保証】不要 

□県  

漁業者向け「令和 2年

新型コロナウイルス

感染症対策資金」 

【対 象】新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難と

なった漁業者 

【資金の使途】運転資金 

【貸付限度額】年間水揚金額の減少額又は減少見込額 

（ただし、1,200万円までを限度とする。） 

【返済期間】10年以内（うち据置 3年以内） 

【融資利率】年 0.1％ 

【信用保証】不要 

その他 

□市  

事業者向け相談窓口

設置事業 

各種支援制度等の事業者向け相談窓口を市商工振興課内に設置し、事

業者の事業継続を支援する。 

【受付時間】 

月～金（祝・閉庁日を除く）9:00～12:00、13:00～16:00 
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その他 

□市  

飲食店感染症予防支

援事業 

飲食店の感染症予防と経済活動の両立に向け、感染拡大予防ガイドラ

イン等の普及啓発や具体的な取組の指導等を行う。 

【事業内容】 

・感染予防対策セミナーの開催  ・専門家派遣による個別指導 

・感染予防対策取組店と飲食店利用促進に向けたＰＲ支援 

□県  

介護・障がい福祉サー

ビス事業所等の感染

症対策 

介護・障がい福祉サービス事業所等へのマスク配布 

【6月配布済】 

介護サービス事業所：82,000枚 

障がい福祉サービス事業所：108,000枚 

【7月 31日配布予定】 

 介護サービス事業所：126,000枚 

 障がい福祉サービス事業所：216,000枚 

□国□県  

新型コロナウイルス

感染症緊急包括支援

事業（介護分・障がい

福祉サービス等分） 

【支援内容】 

１．施設・事業所等における感染対策徹底支援事業 

施設・事業所等が、感染症対策を徹底した上で、サービス等を提

供するために必要となるかかり増し経費を助成。 

２．サービス再開に向けた支援事業 

①在宅サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った

事業所への助成。 

②３密を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に係

る費用を助成。 

３．施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業 

  施設・事業所に勤務する職員に対し、慰労金を給付する。患者ま

たは濃厚接触者にサービスを提供した職員には 20 万円、それ以

外の職員は 5万円。 

□県  

しまね「新型コロナの

予防に取り組むお店」

紹介事業 

自主的に感染予防対策に取り組んでいる施設を県のホームページで

紹介にするとともに、事業者に対し、取組宣誓書を交付し、店舗に掲

示することで、県民が安心して施設を利用できるよう支援する。 

【対象施設】島根県内で営業する以下の施設 

  客席飲食施設、接待飲食施設、宿泊施設、理容所、美容所 

【参加要件】 

1．継続的に新型コロナウイルス感染予防対策に取り組んでいること 

2．各事業者向けの自主点検票に従い、全ての項目に対して、感染拡 

大予防対策に取り組んでいること 

□市（案） 

各種指定管理施設管

理運営費 

感染症拡大を受けて、市が要請した休業・休館及びキャンセル料の免

除に伴う減収部分に係る指定管理料を補填する。 

【対象施設数】35施設 
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（３）その他 

区分 事業（名称） 事業（制度）概要 

教育 

□市（案） 

ＩＣＴ教育環境整備

事業（ＧＩＧＡスクー

ル構想の加速） 

【対 象】市立小・中学校の児童生徒 

【支援内容】児童生徒の学びを保障するため、タブレットＰＣを 1人

につき 1 台整備するなど、ＩＣＴ教育環境整備を加速

する。 

□市（案） 

小・中学校管理事業 

【支援内容：5月】 

感染症対策のための消耗品費を各校へ配当する。 

【支援内容：6月】 

感染症防止対策のため、教室床清掃用モップを市立小中学校の各

学級に配置し、清掃方法の転換を図る。 

【支援内容：7月】 

感染症対策のための備品費を各校へ配当する。 

□市（案） 

校舎リフレッシュ事

業 

感染症対策として小・中学校の特別教室（音楽室・理科室・パソコン

教室）にエアコンを整備する。 

□市（案） 

学校図書館活用事業 

感染症拡大に伴う小・中学校臨時休業等の際の家庭での読書及び学

習の補完を図るため、各学校図書館に図書を追加購入する。 

□市（案） 

会計年度任用職員等

任用費 

感染症の拡大により一斉臨時休業となった期間の授業時数の確保の

ため、長期休業の短縮が行われることに伴い、スクール・サポート・

スタッフの追加勤務を措置する。 

子育て 

□国□県（案） 

各種児童福祉施設管

理運営費 

保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、子育て支援センター等におい

て、感染拡大を防止するために必要な保健衛生用品の購入（購入補

助等を含む）を行う。 

観光 

□国  

Ｇｏ Ｔｏ トラベル

事業 

国内観光需要喚起策として、宿泊・日帰り旅行代金の１/２相当額を

支援する。 

【支援内容】① 7割は旅行代金の割引（7月 22日～開始） 

② 3割は旅行先で使える地域共通クーポン（9月以降） 

【支援額上限】1人一泊あたり 2万円（日帰り旅行は 1万円） 

       連泊・利用回数の制限はなし 

□市  

Ｇｏ Ｔｏ 出雲キャ

ンペーン事業 

国の観光需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル事業」に合わせ、宿泊予約

サイト等を利用した観光誘客プロモーションの展開する。 

【実施内容】宿泊予約サイトと連携した情報発信 

情報 

□市  

デジタルファースト

推進事業 

「市民サービス」「まちづくり」「産業・観光」においてデジタル技術

を最大限に活用し、持続可能な都市づくりを推進するため推進計画

を策定する。併せて民間事業者向けのセミナーを開催する。 

防災 

□市  

避難所感染予防対策

事業 

避難所における感染所予防対策資材を購入する 

 


